
 

氷見市移住世帯生活応援金支給実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、氷見市内に転入する者に対し、氷見市移住世帯生活応援金（以

下「応援金」という。）を支給することにより、移住しようとする世帯の生活を

応援するとともに、定住人口の増加を図ることを目的とする。 

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

 (1) 子育て世帯  中学生以下の世帯員が１人以上いる世帯 

（2）新 婚 世 帯  婚姻をした日から１年を経過していない夫婦がいる世帯 

(3) 医療介護保育人材  新たに看護師、介護職又は保育士として、市内の事業所に従 

事する者及び従事することが決まっている者 

 （応援金の支給を受けることができる者） 

第３条 応援金の支給を受けることができる者は、市外から氷見市への転入者であ

って、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 子育て世帯に属する者  

(2) 新婚世帯に属する者 

(3) 年齢が２０歳以上で３０歳に満たない者 

(4) 転入前より、氷見市内の事業所へ通勤している者 

（5） 医療介護保育人材に属する者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、支給対象者としない。 

  (1) 市内から市外へ転出した日から１年が経過していない者 

(2) 転勤等で住民登録を行った者 

（3） 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行った者 

（4） 勉学のために転出し、勉学の終了により再び住民登録をした者 

 (5) 転入前の市区町村税に滞納がある者 



 

 (6) 過去にこの要綱による応援金の交付を受けている者 

 (7) 生活保護費を受給している者 

 (8) 婚姻に伴う転入であり、夫婦の一方が現に氷見市民である者 

（9） 地域おこし協力隊である者 

（10） その他市長が不適当と認めた者 

 （応援金の金額） 

第４条 応援金の金額は、一世帯あたり一律１０万円とし、氷見商工会議所が発行

する地域商品券の引換券をもって支給するものとする。 

 （支給の申し込み） 

第５条 応援金の支給を受けようとする者は、応援金支給申込書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて、氷見市に住民登録を行った日から６カ月以内に、市長

に提出するものとする。  

(1) 受給の資格を証明する書類 

(2) 応援金の支給申し込みに関する誓約書 

(3) 個人情報の取扱いに関する同意書 

(4) その他市長が必要と認める書類  

（応援金の返還）  

第６条 市長は、応援金の支給を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合

は、支給を受けた応援金を返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情

があると認めたときは、全部又は一部の返還を免除することができる。  

 (1) 虚偽又はその他不正な手段により応援金の支給を受けたとき 

 (2) 応援金の支給を受けた者が、転入から３年以内に転出したとき 

 (3) 転入から３年以内に支給対象者又はその世帯員が市税を滞納したとき 

 （細則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、応援金の支給に関し必要な事項は、市長が

定める。 



 

   附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、同日以後行われた申し込みにつ

いて適用する。 

２ この要綱は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日まで

に市内に転入したものについては、同日後もなおその効力を有する。  

附 則  

この要綱は、平成３１年４月１日より施行する。  

    

  

 


